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保健医療へのアクセス（Access to Health）についての基本的な考え方 

 

背景 

満たされていない医療ニーズに対応する技術や医薬品は、今日までに目覚ましい発展を遂げ

ています。しかし、適切な治療方法が存在しないこと、貧困、保健システムの不備、保健医療

に関する情報不足が理由で、必要な医療を受けることが困難な状態にある人がいまだに多くい

ます。 

 

基本的な考え方 

アステラスは、先端・信頼の医薬で世界の人々の健康に貢献することを経営理念に掲げてい

ます。この経営理念のもと、私たちは、革新的な医薬品を研究・開発し、患者さんへ届けるこ

とにより、保健医療へのアクセス（Access to Health）の向上に注力しています。また、医療水

準の向上が必要とされる地域での様々な支援活動に取り組みます。そのためにグローバルヘル

スの改善に貢献できるよう、私たちの強みや技術、専門性を活かせる活動として、イノベーシ

ョンの創出、入手可能性の向上、保健システムの強化、健康に対する知識・理解の向上という

４つを特定しています。 

 

1. イノベーションの創出 

 医療ニーズを満たす革新的な医薬品 

グローバルヘルスの改善に向けてアステラスが第一に貢献すべきことは、治療満足度の低

い疾患領域において革新的な医薬品と医療ソリューションを創出し、それを世界中の患者

さんのもとに届けていくことです。 

 

 社会的利益を追求する研究開発 

アステラスは社会的利益を追求する製品の研究開発を促進します。これには、治療満足度

が低く医療ニーズが大きいにも関わらず、市場性が見込めないために、優先順位が低く、

研究開発が不十分な疾患に対する取り組みが該当します。これらの活動には、そのような

疾患に苦しむ患者さん向けの創薬研究、製剤開発、既存製品の新たな適応取得などがあり

ます。 

 

2. 入手可能性の向上 

 知的財産の取り扱い 

研究開発の成果を知的財産権により保護することは、新薬を継続的に創出するために不可

欠です。同時に、途上国の中には特別な配慮を必要とする国もあります。アステラスは保

健医療へのアクセス改善の重要性に配慮し、大きな経済的課題がある国において特許出願
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および特許権の行使を行いません。対象国は、国連の定める Least Developed Countries 

(LDCs)*1および世界銀行の定める Low Income Countries (LICs)*2を参照して決定しています。 

 

 治験薬への拡大アクセス 

治療薬を患者さんに届ける通常の方法は、臨床試験を行い、医薬品として承認を得てそれ

を販売することです。しかし、重篤な疾患または生命を脅かす疾患を持つ患者さんの中に

は、現在ある治療法をすべて試みても効果がなく、参加する基準を満たさずに臨床試験で

治療薬の投与を受けることもできないため、他の方法での治験薬の投与を求める方がいま

す。アステラスは、治験薬および患者さんが定められた条件を満たす場合に、該当する国

の規制に従い、治験薬への拡大アクセス実施計画を作成します。 

 

 サプライチェーン・マネジメント 

高品質な製品を適切なタイミングで必要としている患者さんに届けるためには、効果的な

医薬品供給・販売網を責任をもって管理することが必要不可欠です。アステラスは、患者

さん及び顧客の皆さんに、高品質かつ安全で有効な医薬品を確実に供給します。アステラ

スは、厳重な品質基準と効果的なサプライチェーン・マネジメント体制を維持することに

より、安全性を担保しながら患者さんが継続的に製品を入手できるよう努めます。 

 

 患者支援プログラム 

アステラスは、一部の国や地域において、事前に定めた基準を満たす患者さんがアステラ

スの特定の製品を購入する際に、支援を受けられるプログラムを実施します。このプログ

ラムにおいては、公正で透明性の高い応募プロセス、合理的な基準、プログラム実施地域

に適した製品供給の仕組みを確立します。 

 

3. 保健システムの強化 

 医療インフラ、サービス、および治療の質の向上 

アステラスは各種施策を通じ、公衆衛生の向上、医療の質の向上、患者さんをはじめとす

るステークホルダー並びに保健システム全体に対する価値の提供により、保健システムの

改善に貢献するよう努めます。これらの取り組みを通じて、各地域の保健システムを継続

的に改善することを目指します。 

 

 能力開発を含む技術移転 

アステラスは公的機関や民間企業と連携しながら、医薬品の製造において重要な技術を適

切に移転することに貢献します。各地域の保健システムを強化するため、医薬品の製造お

よび品質管理に関するノウハウの共有、トレーニングおよび教育を検討します。 

 

4. 健康に対する知識・理解の向上 

 疾患啓発と患者支援 
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アステラスは市民の健康に対する知識・理解の向上に努めます。疾患を予防するとともに

適切な診断や治療を受けるためには、疾患啓発を行い、学習の機会を提供することが重要

であると考えます。多様な規制環境の中で、患者さんやその家族、介護者、必要に応じて

その他のステークホルダーに対し、疾患や製品の適正使用に関する情報を得る機会を提供

します。さらに、アステラスは患者さんの健康に対する知識・理解の向上のために活動し

ている患者会を支援します。患者会との関係構築により、アステラスとしても、患者さん

のニーズをより理解することにつながります。 

 

こうした取り組みは、保健医療へのアクセスを推進すると同時に、アステラスの企業価値の向

上につながると信じています。アステラスはこれらの活動を進展させるために、必要に応じて

パートナーとの協働を検討するほか、ステークホルダーと緊密に連携します。 
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